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議 案 の 提 出（その２）

　上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

提出者 齋　藤　千惠子

米沢市議会会議規則の一部改正について



発議第４号 

 

   米沢市会議規則の一部改正について 

 

 米沢市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

   米沢市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 米沢市議会会議規則（昭和４１年米沢市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中市立病院建替特別委員会協議会の項を削り、市政協議会幹事会の項中

「７名」を「市政協議会幹事」に、「 

議会倫理推進委

員会 

米沢市議会議員推進倫理要

領に基づく諮問機関として

当該要領に係わる案件につ

いて審査を行うため 

各会派及び会派に属

しない議員から1名 

委員長 

議会図書室運営

委員会 

議会図書室の管理及び運営

に関し必要な事項について

協議等を行うため 

６名 委員長 

議会だより編集

委員会 

議会だよりの編集及び、発

行に関し必要な事項につい

て協議等を行うため 

６名 委員長 

」を「 

議会倫理推進

委員会 

米沢市議会議員推進倫理

要領に基づく諮問機関と

して当該要領に係わる案

件について審査を行うた

め 

議会倫理推進委員

会委員 

委員長 

議会図書室運

営委員会 

議会図書室の管理及び運

営に関し必要な事項につ

いて協議等を行うため 

議会図書室運営委

員会委員 

委員長 



議会だより編

集委員会 

議会だよりの編集及び発

行に関し必要な事項につ

いて協議等を行うため 

議会だより編集委

員会委員 

委員長 

」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


